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(57)【要約】
【課題】蓄電部の充放電ロスがなく監視制御及び保護制
御の電力を得て、蓄電部の監視制御及びシステムの保護
制御のための消費電力を軽減することである。
【解決手段】電源装置１３は、システムの補機１９ａ、
１９ｂを駆動するための電力及び監視制御装置２３を動
作させるための電力を、補機１９ａ、１９ｂ及び監視制
御装置２３に供給し、監視制御装置２３は、電力変換装
置２１を介して、蓄電池１８を有した蓄電部１１と電力
系統１５との間に接続された負荷１４の使用電力が小さ
いときや充電指令があるときあるいは蓄電部の運転スケ
ジュールの運転モードにより、電力系統１５の交流電力
を直流電力に変換して蓄電部１１に充電し、負荷が大き
いときや放電指令があるときあるいは蓄電部の運転スケ
ジュールの運転モードにより、蓄電部１１の直流電力を
交流電力に変換して負荷１４に放電するとともに、蓄電
部１１を含むシステム全体の監視制御を行う。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のリチウムイオン電池セルを積層した蓄電池を有した蓄電部と、
　電力系統と前記蓄電部との間に接続された負荷と、
　前記蓄電部の予め定められた運転スケジュールを有し、前記負荷の使用電力、外部から
の前記蓄電部に対する充電指令や放電指令を入力し、前記運転スケジュール、前記充電指
令や放電指令、前記負荷の使用電力に基づいて前記蓄電地を制御するとともに、前記蓄電
部を含むシステム全体の監視制御を行う監視制御装置と、
　前記監視制御装置からの指令により動作し、前記負荷の使用電力が小さいときや前記充
電指令があるときあるいは前記蓄電部の前記運転スケジュールの運転モードにより前記電
力系統の交流電力を直流電力に変換して前記蓄電部に充電し、前記負荷の使用電力が大き
いときや前記放電指令があるときあるいは前記蓄電部の前記運転スケジュールの運転モー
ドにより前記蓄電部の直流電力を交流電力に変換して前記負荷に放電する電力変換装置と
、
　前記システムの補機を駆動するための電力及び前記監視制御装置を動作させるための電
力を前記補機及び前記監視制御装置に供給する電源装置とを備えたことを特徴とする電力
貯蔵システム。
【請求項２】
　前記監視制御部は、前記蓄電部の運転モードが前記蓄電部に前記電力系統から電力を充
電する充電モード、前記蓄電部から前記負荷に電力を放電する放電モードであるときは前
記監視制御のための演算処理間隔を短く及び／又は監視制御対象を多くし、前記蓄電部の
充放電動作の開始を待っている待機モード、前記蓄電部の充放電動作が停止している停止
モードであるときは、前記監視制御のための演算処理間隔を長く及び／又は監視制御対象
を少なくすることを特徴とする請求項１記載の電力貯蔵システム。
【請求項３】
　前記監視制御部は、前記蓄電部の運転モードが前記蓄電部に前記電力系統から電力を充
電する充電モード又は前記蓄電部から前記負荷に電力を放電する放電モードであり、前記
蓄電部の電池電圧の変化又は電池電流の変化又は電池温度の変化が大きいときは前記監視
制御のための演算処理間隔を短く及び／又は監視制御対象を多くし、前記蓄電部の電池電
圧又は電池電流の変化又は電池温度の変化が小さいときは前記監視制御のための演算処理
間隔を長く及び／又は監視制御対象を少なくすることを特徴とする請求項１記載の電力貯
蔵システム。
【請求項４】
　前記監視制御部は、前記蓄電部の運転モードが前記蓄電部の充放電動作の開始を待って
いる待機モード又は前記蓄電部の充放電動作が停止している停止モードとなったときは、
一定時間経ってから前記監視制御のための演算間隔を長く及び／又は監視制御対象を少な
くし、前記待機モード又は前記停止モード中であるときは、予め定めた運転スケジュール
の運転モードが前記蓄電部に前記電力系統から電力を充電する充電モード又は前記蓄電部
から前記負荷に電力を放電する放電モードとなる以前に先行的に前記監視制御のための演
算間隔を短く及び／又は監視制御対象を多くすることを特徴とする請求項１記載の電力貯
蔵システム。
【請求項５】
　前記補機は、前記蓄電部及び前記電力変換装置の温度を所定温度に保つ空調設備であり
、前記監視制御部は、前記運転スケジュールの運転モードが前記蓄電部から前記電力系統
に電力を放電する放電モード又は前記蓄電部に前記電力系統から電力を充電する充電モー
ドとなる以前に先行的に前記空調設備を駆動し、前記蓄電部の運転モードが前記放電モー
ド又は前記充電モードとなったときに前記蓄電部の温度が所定温度になるように前記蓄電
部を温度制御することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の電力貯蔵シス
テム。
【請求項６】
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　前記補機は、前記蓄電部及び前記電力変換装置の温度を所定温度に保つ空調設備であり
、前記監視制御部は、前記蓄電部に前記電力系統から電力を放電する放電モードの終了後
あるいは前記蓄電部に前記電力系統から電力を充電する充電モードの終了後に前記空調設
備を駆動し、前記蓄電部の温度が所定温度になるように前記蓄電部を温度制御することを
特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の電力貯蔵システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力系統に接続され運用される電力貯蔵システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　電力貯蔵システムは、発電事業者、再生可能エネルギー発電事業者、送配電事業者、需
要家などに配置され、発電事業者において時間的に変動する需要のピークに対応して電力
を供給するために用いたり、再生可能エネルギー発電事業者において再生可能エネルギー
発電の平滑化に用いたり、送配電事業者において電力系統網での電力品質の向上（周波数
調整や電圧調整）などに用いたり、需要家において需要家内の電力の負荷平準化に用いた
りしている。
【０００３】
　リチウムイオン二次電池は、内部抵抗が小さく、大電流での充放電による電圧変動と温
度上昇が少ない特性があり、EV（Electric Vehicle）などの移動体のみならず、大型の電
力貯蔵システム（Energy Storage System, ESS）にも適用されている。リチウムイオン二
次電池は、他の二次電池に比べてエネルギー密度が高く、電解液として有機溶媒を使用し
ているため高温で発火する危険性がある。このため、リチウムイオン二次電池を適用した
電力貯蔵貯システムにおいては、リチウムイオン二次電池の安全性の確保のために監視制
御を行っている。このリチウムイオン二次電池の監視制御にかかる消費電力は意外と大き
く、電力貯蔵システムでは無視できないレベルになっている。
【０００４】
　ここで、リチウムイオン二次電池の監視制御のための電力消費を軽減するものとして、
制御回路により蓄電セルを常時監視してその異常発生を検知すると、不可逆表示手段を動
作させて不可逆的かつ視認可能な状態変化を起こし、その後は蓄電セルの電力消費を伴わ
ずに異常発生の事実を表示し続けるようにしたものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　また、二次電池の電流が規定値以下のときには監視回路がスリープモードに設定され、
マイクロコンピュータが低速作動して内部消費電力を小さくし、バッテリーパックが充電
器に接続されているときは第１スリープモードとし、バッテリーパックが充電器に接続さ
れていないときは、測定間隔が最も長い第２のスリープモードとし、内部消費電力を抑制
するようにしたものがある（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１９９９５０号公報
【特許文献２】特開平１１－２８３６７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１のものは、蓄電セルの異常発生の表示には電力を消費しないが、リ
チウムイオン二次電池の監視制御のための演算は継続して行うものであり、監視制御装置
は監視制御のために消費電力を必要とするものである。
【０００８】
　特許文献２のものは、二次電池の電流が規定値以下のときにはマイクロコンピュータが
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低速作動して内部消費電力を小さくするものであるが、携帯型の電子機器の二次電池であ
り、監視制御装置には常に二次電池から電力が供給されており、監視制御装置に供給され
る電力は、二次電池を介した電力であることから、その二次電池への充放電に要するロス
が発生している。
【０００９】
　一方、電力貯蔵システムでは蓄電部の二次電池が大型であるので、監視制御にかかる監
視制御装置の消費電力に加え、二次電池の冷却や加熱、電力変換装置の冷却などのシステ
ムの保護制御のための消費電力も必要となる。例えば、リチウムイオン二次電池の充電時
は多くは吸熱特性であり、放電時は発熱特性であるので、二次電池の運転モードにより二
次電池の冷却や加熱が必要となる。また、電力変換装置の冷却が必要となり、保護制御装
置の制御電源も必要となる。
【００１０】
　本発明の目的は、蓄電部の充放電ロスをなくして監視制御及び保護制御のための電力を
得ることができ、しかも蓄電部の監視制御及びシステムの保護制御のための消費電力を軽
減できる電力貯蔵システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１の発明に係る電力貯蔵システムは、複数のリチウムイオン電池セルを積層した
蓄電池を有した蓄電部と、電力系統と前記蓄電部との間に接続された負荷と、前記蓄電部
の予め定められた運転スケジュールを有し、前記負荷の使用電力、外部からの前記蓄電部
に対する充電指令や放電指令を入力し、前記運転スケジュール、前記充電指令や放電指令
、前記負荷の使用電力に基づいて前記蓄電地を制御するとともに、前記蓄電部を含むシス
テム全体の監視制御を行う監視制御装置と、前記監視制御装置からの指令により動作し、
前記負荷の使用電力が小さいときや前記充電指令があるときあるいは前記蓄電部の前記運
転スケジュールの運転モードにより前記電力系統の交流電力を直流電力に変換して前記蓄
電部に充電し、前記負荷の使用電力が大きいときや前記放電指令があるときあるいは前記
蓄電部の前記運転スケジュールの運転モードにより前記蓄電部の直流電力を交流電力に変
換して前記負荷に放電する電力変換装置と、前記システムの補機を駆動するための電力及
び前記監視制御装置を動作させるための電力を前記補機及び前記監視制御装置に供給する
電源装置とを備えたことを特徴とする。
【００１２】
　請求項２の発明に係る電力貯蔵システムは、請求項１の発明において、前記監視制御部
は、前記蓄電部の運転モードが前記蓄電部に前記電力系統から電力を充電する充電モード
、前記蓄電部から前記負荷に電力を放電する放電モードであるときは前記監視制御のため
の演算処理間隔を短く及び／又は監視制御対象を多くし、前記蓄電部の充放電動作の開始
を待っている待機モード、前記蓄電部の充放電動作が停止している停止モードであるとき
は、前記監視制御のための演算処理間隔を長く及び／又は監視制御対象を少なくすること
を特徴とする。
【００１３】
　請求項３の発明に係る電力貯蔵システムは、請求項１の発明において、前記監視制御部
は、前記蓄電部の運転モードが前記蓄電部に前記電力系統から電力を充電する充電モード
又は前記蓄電部から前記負荷に電力を放電する放電モードであり、前記蓄電部の電池電圧
の変化又は電池電流の変化又は電池温度の変化が大きいときは前記監視制御のための演算
処理間隔を短く及び／又は監視制御対象を多くし、前記蓄電部の電池電圧又は電池電流の
変化又は電池温度の変化が小さいときは前記監視制御のための演算処理間隔を長く及び／
又は監視制御対象を少なくすることを特徴とする。
【００１４】
　請求項４の発明に係る電力貯蔵システムは、請求項１の発明において、前記監視制御部
は、前記蓄電部の運転モードが前記蓄電部の充放電動作の開始を待っている待機モード又
は前記蓄電部の充放電動作が停止している停止モードとなったときは、一定時間経ってか
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ら前記監視制御のための演算間隔を長く及び／又は監視制御対象を少なくし、前記待機モ
ード又は前記停止モード中であるときは、予め定めた運転スケジュールの運転モードが前
記蓄電部に前記電力系統から電力を充電する充電モード又は前記蓄電部から前記負荷に電
力を放電する放電モードとなる以前に先行的に前記監視制御のための演算間隔を短く及び
／又は監視制御対象を多くすることを特徴とする。
【００１５】
　請求項５の発明に係る電力貯蔵システムは、請求項１乃至４のいずれか１項の発明にお
いて、前記補機は、前記蓄電部及び前記電力変換装置の温度を所定温度に保つ空調設備で
あり、前記監視制御部は、前記運転スケジュールの運転モードが前記蓄電部から前記電力
系統に電力を放電する放電モード又は前記蓄電部に前記電力系統から電力を充電する充電
モードとなる以前に先行的に前記空調設備を駆動し、前記蓄電部の運転モードが前記放電
モード又は前記充電モードとなったときに前記蓄電部の温度が所定温度になるように前記
蓄電部を温度制御することを特徴とする。
【００１６】
　請求項６の発明に係る電力貯蔵システムは、請求項１乃至４のいずれか１項の発明にお
いて、前記補機は、前記蓄電部及び前記電力変換装置の温度を所定温度に保つ空調設備で
あり、前記監視制御部は、前記蓄電部に前記電力系統から電力を放電する放電モードの終
了後あるいは前記蓄電部に前記電力系統から電力を充電する充電モードの終了後に前記空
調設備を駆動し、前記蓄電部の温度が所定温度になるように前記蓄電部を温度制御するこ
とを特徴とする
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１の発明によれば、蓄電部からではなく独立に設けた電源装置から、システムの
補機を駆動するための電力及び監視制御装置を動作させるための電力を補機及び監視制御
装置に供給するので、蓄電部の充放電ロスをなくして監視制御及び保護制御のための電力
を得ることができる。
【００１８】
　請求項２の発明によれば、蓄電部に高信頼性の保護監視が要求される充放電モードには
監視制御のための演算処理間隔を短く及び／又は監視制御対象を多くし、そうでない待機
停止モードのときは監視制御のための演算処理間隔を長く及び／又は監視制御対象を少な
くするので、監視制御のための消費電力を軽減できる。
【００１９】
　請求項３の発明によれば、蓄電部に高信頼性の保護監視が要求される充放電モード中に
おいて、蓄電部の電池電圧の変化又は電池電流の変化又は電池温度の変化が大きいときは
、監視制御のための演算処理間隔を短く及び／又は監視制御対象を多くし、そうでないと
きは監視制御のための演算処理間隔を長く及び／又は監視制御対象を少なくするので、監
視制御のための消費電力を軽減できる。
【００２０】
　請求項４の発明によれば、待機停止モードとなったときは一定時間経ってから監視制御
のための演算間隔を長く及び／又は監視制御対象を少なくするので監視制御の安全性を高
めることができ、予め定めた運転スケジュールの運転モードが充放電モードとなる以前に
先行的に監視制御のための演算間隔を短く及び／又は監視制御対象を多くするので、事前
に高信頼性の保護監視に備えることができる。
【００２１】
　請求項５の発明によれば、監視制御部は運転スケジュールの運転モードが充放電モード
となる以前に先行的に補機である空調設備を駆動し、蓄電部の運転モードが充放電モード
となったときに蓄電部の温度が所定温度になるように蓄電部を先行的に温度制御するので
、蓄電池の吸熱や発熱による温度変化を容易に吸収できる。
【００２２】
　請求項６の発明によれば、監視制御部は充放電モードの終了後に空調設備を駆動し、蓄
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電部の温度が所定温度になるように蓄電部を温度制御するので、監視制御部は蓄電部の充
放電中に電源装置から電力を消費することがなく、全体として監視制御のための消費電力
を軽減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態に係る電力貯蔵システムの構成図。
【図２】本発明の実施形態に係る電力貯蔵システムの運転モードの一例を示すグラフ。
【図３】本発明の実施形態に係る電力貯蔵システムにおける蓄電部の蓄電池の電圧充電率
特性の一例を示すグラフ。
【図４】本発明の実施形態に係る電力貯蔵システムにおける監視制御装置での監視制御の
ための演算処理の実施例１を示すフローチャート。
【図５】本発明の実施形態に係る電力貯蔵システムにおける監視制御装置での監視制御の
ための演算処理の実施例１の他の一例を示すフローチャート。
【図６】本発明の実施形態に係る電力貯蔵システムにおける監視制御装置での監視制御の
ための演算処理の実施例２を示すフローチャート。
【図７】本発明の実施形態に係る電力貯蔵システムにおける監視制御装置での監視制御の
ための演算処理の実施例２の他の一例を示すフローチャート。
【図８】本発明の実施形態に係る電力貯蔵システムにおける監視制御装置での監視制御の
ための演算処理の実施例３を示すフローチャート。
【図９】本発明の実施形態に係る電力貯蔵システムにおける監視制御装置での監視制御の
ための演算処理の実施例３の他の一例を示すフローチャート。
【図１０】本発明の実施形態に係る電力貯蔵システムにおける監視制御装置での監視制御
のための演算処理の実施例３の別の他の一例を示すフローチャート。
【図１１】本発明の実施形態に係る電力貯蔵システムにおける監視制御装置での監視制御
のための演算処理の実施例４の一例を示すフローチャート。
【図１２】本発明の実施形態に係る電力貯蔵システムにおける監視制御装置での監視制御
のための演算処理の実施例５の一例を示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態を説明する。図１は本発明の実施形態に係る電力貯蔵システム
の構成図である。図１では、需要家において需要家内の電力の負荷平準化に用いた場合を
示している。需要家においては、蓄電部１１、蓄電部運転装置１２、電源装置１３を有し
、需要家の負荷１４が使用する電力の平準化を図っている。
【００２５】
　需要家の負荷１４は電力系統１５と蓄電部１１との間に遮断器１６を介して接続され、
通常時は受電変圧器１７を介して電力系統１５から電力が供給される。そして、電力系統
１５から負荷１４に供給される電力が予め定めた第１所定電力（放電開始電力）を超えた
とき（負荷１４の使用電力が大きいとき）は、蓄電部１１に蓄電された電力を負荷１４に
供給する。第１所定電力は負荷の使用電力が需要家の契約電力に近い値であり、その契約
電力より少し小さい値である。また、負荷１４の使用電力が予め定めた第２所定電力（蓄
電開始電力）以下のとき（負荷１４の使用電力が小さいとき）は、蓄電部１１には電力系
統１５からの電力が蓄電される。第２所定電力は負荷の省電力が需要家の契約電力より十
分に小さい値である。例えば、蓄電部１１には深夜に電力系統１５からの電力が蓄電され
る。これにより、需要家の負荷１４が使用する電力の平準化を図っている。
【００２６】
　蓄電部１１は、複数のリチウムイオン電池セルを積層した蓄電池１８を有し、補機１９
ａとして蓄電池１８の温度を所定温度に保つための空調設備を有している。リチウムイオ
ン電池は放電時は発熱特性であり温度が高くなり、充電時は、多くは吸熱特性であり温度
が低くなるので、蓄電池１８の温度を所定温度に保持し蓄電池１８の劣化の進行を防止す
る。なお、所定温度は幅を持った温度範囲である。これは空調設備の頻繁な起動停止を防
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止するためである。以下の説明でも同様である。
【００２７】
　蓄電部運転装置１２は、蓄電部１１の充放電を制御するものである。蓄電部運転装置１
２は、システムを保護する保護装置２０、電力を交直変換する電力変換装置２１、電力変
換装置２１を受電変圧器１７を介して電力系統１５に接続する連系変圧器２２、蓄電部１
１を含むシステム全体の監視制御を行う監視制御装置２３、電力変換装置２１の温度を所
定温度に保つための補機１９ｂとしての空調設備を有している。
【００２８】
　保護装置２０は、電圧検出器２４で検出された負荷１４の電圧及び電流検出器２５で検
出された負荷１４の電流を入力し、受電変圧器１７から蓄電池１８に至る系統に事故が発
生したときは遮断器２６を開放する。
【００２９】
　電力変換装置２１は、交流電力を直流電力に直流電力を交流電力に変換する交直変換装
置であり、蓄電部１１に電力を充電する際に電力系統１５の交流電力を直流電力に変換し
て蓄電部１１の蓄電池１８に充電する。一方、蓄電部１１から電力を放電する際に蓄電部
１１の蓄電池１８に蓄電されている直流電力を交流電力に変換して負荷１４に放電する。
【００３０】
　監視制御装置２３は、蓄電部１１の予め定められた運転スケジュールを有する。通常時
は、運転スケジュールに基づいて蓄電地１８を制御するが、負荷１４の使用電力に基づい
て蓄電地１８を制御することもある。例えば、負荷１４の使用電力が大きくなったときな
ったとき、つまり、電力系統１５から負荷１４に供給される電力が予め定めた第１所定電
力を超えたときは、蓄電部１１に蓄電された電力を負荷１４に供給する。また、負荷１４
の使用電力が小さくなったとき、つまり、負荷１４の使用電力が予め定めた第２所定電力
以下のとき、蓄電部１１には電力系統１５からの電力を蓄電する。
【００３１】
　また、外部からの蓄電部１１に対する充電指令や放電指令に基づいて蓄電地１８を制御
することもある。外部からの充電指令や放電指令は、電力貯蔵システムの運転員から手動
で入力されることもあれば、電力の負荷平準化や電力品質の向上（周波数調整や電圧調整
）などの別の監視制御装置から入力されることもある。
【００３２】
　また、監視制御装置２３は、遮断器１４、２６の開閉状態、蓄電部１１への電力の入出
力値、蓄電部１１の蓄電池１８の状態量である電圧、電流、温度を入力し、蓄電部１１を
含むシステム全体の監視制御を行う。例えば、監視制御装置２３は、予め定めた運転スケ
ジュールの運転モードが充電モードになったときに、遮断器２６が閉じていることを確認
し、電力変換装置２１に指令を出して充電を開始し、蓄電部１１の蓄電池１８が満充電（
満充電の近傍の充電率上限閾値）になったとき、または、運転スケジュールで充電モード
が終了となったときに電力変換装置２１に指令を出して充電を終了する。一方、予め定め
た運転スケジュールの運転モードが放電モードになったときは、遮断器１６が閉じている
ことを確認し、電力変換装置２１に指令を出して充電を開始し、蓄電部１１の蓄電池１８
が完全放電（完全放電の近傍の充電率下限閾値）になったとき、または、運転スケジュー
ルで放電モードが終了となったときに電力変換装置２１に指令を出して放電を終了する。
【００３３】
　さらには、監視制御装置２３は、負荷１４の使用電力が零のときや外部から蓄電部１１
への充電指令があるときには、電力変換装置２１に指令を出して電力系統１５の交流電力
を直流電力に変換し蓄電部１１に充電する。一方、負荷１４の使用電力の大きさが大きく
なったとき、つまり、負荷１４の使用電力が蓄電部１１の放電開始電力を超えたときや、
外部から蓄電部１１への放電指令があるときには、電力変換装置２１に指令を出して蓄電
部１１の直流電力を交流電力に変換して負荷１４に放電する。
【００３４】
　さらに、監視制御装置２３は、空調設備である補機１９ａを駆動し蓄電部１１の蓄電池
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１８が所定温度を保持するように制御するとともに、空調設備である補機１９ｂを駆動し
蓄電部運転装置１２の電力変換装置２１が所定温度を保持するように制御する。
【００３５】
　電源装置１３は無停電電源装置（ＵＳＰ）であり、電力系統１５からの電力が断になっ
た場合も、一定時間、接続されている機器に対して停電することなく電力を供給し続ける
ものであり、電源装置１３からは、システムの補機１９ａ、１９ｂを駆動するための電力
、保護装置２０や監視制御装置２３を動作させるための電力が供給される。すなわち、本
発明の実施形態では、補機１９ａ、１９ｂ、保護装置２０、及び監視制御装置２３への電
力は、蓄電部１１の蓄電池１８からではなく、電源装置１３から供給されるので、蓄電部
１１の充放電ロスをなくして監視制御及び保護制御のための電力を安定的に得ることがで
きる。
【００３６】
　図２は、本発明の実施形態に係る電力貯蔵システムの運転モードの一例を示すグラフで
ある。電力貯蔵システムの運転モードには、充電モード、放電モード、待機モード、停止
モードがあり、電力貯蔵システムの蓄電部１１の蓄電池１８は、充電モードのときに電力
を充電し、放電モードのときに電力を放電する。そして、待機モードは即座に充放電モー
ドに移行可能な状態で待機している状態であり、停止モードは動作を停止している状態で
ある。
【００３７】
　図２において、０時から７時まで充電モード、７時から１０時まで停止モード、１０時
から１８時まで放電モード、１８時から２０時まで待機モード、２０時から２４時まで充
電モードである場合を示している。
【００３８】
　充電モード及び放電モードでは、蓄電部１１の蓄電池１８は動作状態にあるので監視制
御が必要である。充電モードでは、蓄電部１１の蓄電池１８は吸熱特性であり温度が低く
なるので、必要に応じて補機１９ａである空調設備を駆動して蓄電部１１の蓄電池１８を
所定温度に保持する。リチウムイオン電池の場合は、充電の際に、電圧を高い精度で制御
しないと劣化しやすく、過充電となると発熱したり発火したりするので、高信頼性の保護
監視が要求される。そこで、監視制御装置２３は、蓄電部１１の蓄電池１８の電圧、電流
、温度を測定し、蓄電部１１の蓄電池１８を監視制御する。
【００３９】
　放電モードでは、蓄電部１１の蓄電池１８は発熱特性であり温度が高くなるので、必要
に応じて補機１９ａである空調設備を駆動して蓄電部１１の蓄電池１８を所定温度に保持
する。放電モードにおいても、過放電となると異常発熱に繋がり高信頼性の保護監視が要
求されるので、監視制御装置２３は、蓄電部１１の蓄電池１８の電圧、電流、温度を測定
し、充電モードの場合と同様に電圧を高い精度で蓄電部１１の蓄電池１８を監視制御する
。
【００４０】
　一方、待機モード及び停止モードでは、蓄電部１１の蓄電池１８は不動作状態であるの
で、充電モードや放電モードのときのように、必ずしも電圧を高い精度で監視制御する必
要はないが、蓄電部１１の蓄電池１８の劣化による異常発熱は監視しなければならない。
【００４１】
　図３は、本発明の実施形態に係る電力貯蔵システムにおける蓄電部の蓄電池の電圧充電
率特性の一例を示すグラフである。図３では蓄電部１１の蓄電池１８が一定温度である場
合の電圧充電率特性の特性曲線Ｃを示している。図３に示すように、満充電のときは充電
率は１００％であり、完全放電のときは充電率は０％である。充電率１００％（満充電）
から充電率Ａ１％までは、特性曲線Ｃの変化率が大きく、蓄電部１１の蓄電池１８の充電
率に対する電池電圧の変化が大きい。以下、その領域を変化率大領域Ｔ１という。これに
対して、充電率Ａ１％から充電率Ａ２％までは、特性曲線Ｃの変化率が小さく、充電率に
対する電池電圧の変化が小さい。以下、その領域を変化率小領域Ｔ２という。
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【００４２】
　変化率大領域Ｔ１では蓄電部１１の蓄電池１８の発熱量が大きく、変化率小領域Ｔ２で
は発熱量は少ない。また、前述したように過充電となると発熱したり発火したりするので
、満充電の手前の充電率上限閾値ＡＵで充電を停止し、過放電となると異常発熱に繋がる
ので、完全放電の手前の充電率下限閾値ＡＬで放電を停止するのが望ましい。
【００４３】
　以上の説明では、蓄電部の充電率に対する電池電圧の変化で変化率大領域Ｔ１、変化率
小領域Ｔ２を判定するようにしたが、電池電流の変化で変化率大領域Ｔ１、変化率小領域
Ｔ２を判定するようにしてもよいし、電池温度の変化で変化率大領域Ｔ１、変化率小領域
Ｔ２を判定するようにしてもよい。
【００４４】
　図４は、監視制御装置２３での監視制御のための演算処理の実施例１を示すフローチャ
ートである。前述したように、リチウムイオン電池の場合は、充電モード及び放電モード
の際に、高信頼性の保護監視が要求され電圧を高い精度で制御しなければならないことか
ら、図４（ａ）に示すように、監視制御装置２３は、電力貯蔵システムの蓄電部１１の蓄
電池１８が充放電モードであるか否かを判定し（Ｓ１）、充放電モードであるときは、監
視制御のための演算処理間隔を短くする（Ｓ２）。蓄電部１１の蓄電池１８の監視制御に
当たっては、監視制御対象の状態量として、蓄電部１１の蓄電池１８の電圧、電流、温度
を短い周期で読み取り、蓄電部１１の蓄電池１８の充電率や温度を監視し、また、過充電
や過放電にならないように充電率が充電率上限閾値ＡＵになると充電を停止し、充電率が
充電率下限閾値ＡＬなると放電を停止する。これにより、蓄電部１１の蓄電池１８の安全
性を確保する。
【００４５】
　一方、ステップＳ１の判定で充放電モードでないときは、待機モードまたは停止モード
（待機停止モード）であるので、監視制御のための演算処理間隔を長くする（Ｓ３）。待
機停止モードであるときは蓄電部１１の蓄電池１８は不動作状態であり、蓄電部１１の蓄
電池１８の電圧を高い精度で制御したり、高信頼性の保護監視は要求されないからである
。これにより、監視制御のために監視制御装置２３が消費する電力を軽減できる。
【００４６】
　また、充放電モードのときに監視制御のための演算処理間隔を短くし、待機停止モード
のときに監視制御のための演算処理間隔を長くしたりすることに代えて、図４（ｂ）に示
すように、充放電モードのときに監視制御対象を多くし、待機停止モードのときに監視制
御対象を少なくするようにすることも可能である。すなわち、ステップＳ１の判定で充放
電モードであるときは監視制御対象を多くし（Ｓ４）、待機停止モードであるときは重要
な監視制御対象を残して監視制御対象を少なくする（Ｓ５）。例えば、監視制御対象が電
圧、電流、温度である場合、充放電モードであるときは、これら電圧、電流、温度すべて
を監視制御対象とし、待機停止モードであるときは、例えば、温度のみを監視制御対象と
することが考えられる。これは、待機停止モードであっても蓄電池１８の温度は重要な監
視制御対象であるからである。
【００４７】
　また、図５に示すように、ステップＳ１の判定で充放電モードであるときは、監視制御
のための演算処理間隔を短く（Ｓ２）、かつ監視制御対象を多くし（Ｓ４）、待機停止モ
ードであるときは、監視制御のための演算処理間隔を長く（Ｓ３）、かつ監視制御対象を
少なくする（Ｓ５）ようにしてもよい。
【００４８】
　図６は、監視制御装置２３での監視制御のための演算処理の実施例２を示すフローチャ
ートである。この実施例２は、図４に示した実施例１に対し、ステップＳ１の判定で充放
電モードであるときに、蓄電池１８の電圧、電流、温度を取得するステップＳ６、及び蓄
電池１８の電圧、電流、温度が変化率大領域であるか否を判定するステップＳ７を追加し
て設けたものである。
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【００４９】
　図６（ａ）において、電力貯蔵システムの蓄電部１１の蓄電池１８が充放電モードであ
るか否かを判定し（Ｓ１）、充放電モードであるときは、蓄電池１８の電圧、電流、温度
を取得し（Ｓ６）、蓄電池１８の電圧、電流、温度は変化率大領域であるか否を判定する
（Ｓ７）。ステップＳ７の判定で蓄電部１１の蓄電池１８の電圧、電流、温度が変化率大
領域であるときは、監視制御のための演算処理間隔を短くする（Ｓ２）。すなわち、蓄電
部１１の蓄電池１８の監視制御に当たっては、監視制御対象の状態量として、蓄電部１１
の蓄電池１８の電圧、電流、温度を短い周期で読み取り、蓄電部１１の蓄電池１８を監視
制御する。これは、変化率大領域では蓄電部１１の蓄電池１８の発熱量が大きく、蓄電部
１１の蓄電池１８の電圧、電流、温度の高信頼性の保護監視が要求されるからである。ま
た、過充電や過放電にならないように充電率が充電率上限閾値ＡＵになると充電を停止し
、充電率が充電率下限閾値ＡＬなると放電を停止する。
【００５０】
　一方、ステップＳ１の判定で充放電モードでないとき、及びステップＳ７の判定で変化
率大領域でないときは、監視制御のための演算処理間隔を長くする（Ｓ３）。充放電モー
ドでないときは待機停止モードであり、また、変化率大領域でないときは変化率小領域で
あり蓄電部１１の蓄電池１８の発熱量は少なく、必ずしも、蓄電部１１の蓄電池１８の電
圧、電流、温度の高信頼性の保護監視を必要としないからである。これにより、監視制御
のために監視制御装置２３が消費する電力を軽減できる。
【００５１】
　また、充放電モードのときに監視制御のための演算処理間隔を短くし、待機停止モード
のときに監視制御のための演算処理間隔を長くしたりすることに代えて、図６（ｂ）に示
すように、充放電モードのときに監視制御対象を多くし、（Ｓ４）、待機停止モードのと
きに監視制御対象を少なくする（Ｓ５）ようにすることも可能である。これによっても、
監視制御装置２３が消費する電力を軽減できる。
【００５２】
　また、図７に示すように、ステップＳ７の判定で変化率大領域であるときは、監視制御
のための演算処理間隔を短く（Ｓ２）、かつ監視制御対象を多くし（Ｓ４）、待機停止モ
ードであるときは、監視制御のための演算処理間隔を長く（Ｓ３）、かつ監視制御対象を
少なくする（Ｓ５）ようにしてもよい。
【００５３】
　次に、図８は監視制御装置２３での監視制御のための演算処理の実施例３を示すフロー
チャートであり、図４（ａ）に示した実施例１に対し、運転モードが待機停止モードとな
ったときは一定時間経ってから監視制御のための演算間隔を長くし、また、蓄電部１１の
蓄電池１８の運転モードが充放電モードになる以前に先行的に監視制御のための演算間隔
を短くするようにしたものである。
【００５４】
　通常、電力貯蔵システムは、前述したように、予め定められた運転スケジュールで運用
される。いま、図２に示した運転モードの運転スケジュールが予め定められていたとする
と、蓄電部１１の蓄電池１８の運転モードが予め分かっているので、例えば、監視制御装
置２３は運転モードが充放電モードになる以前に先行的に監視制御のための演算間隔を短
くすることが可能である。
【００５５】
　図８において、図４（ａ）に示した実施例１に対し、ステップＳ８、ステップＳ９、ス
テップＳ１０が追加されている。まず、電力貯蔵システムの蓄電部１１の蓄電池１８が充
放電モードであるか否かを判定し（Ｓ１）、充放電モードであるときは、監視制御のため
の演算処理間隔を短くする（Ｓ２）。ステップＳ１の判定で充放電モードでないときは、
ステップＳ３で監視制御のための演算処理間隔を長くする前に、待機停止モードになって
から一定時間経過したか否かを判定する（Ｓ８）。そして、一定時間経過しているときは
監視制御のための演算処理間隔を長くする（Ｓ３）。これは、充放電モードから待機停止
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モードへの運転モードの切り替えの際の監視制御の安全性を確保するためである。待機停
止モードになってから一定時間は、安全性のため、監視制御のための演算処理間隔を短く
して監視制御を高い精度で行えるようにしておくためである。
【００５６】
　次に、蓄電部１１の運転スケジュールから充放電モードになる時点を取得する（Ｓ９）
。そして、充放電モードになる時点の所定時間前になったか否かを判定し（Ｓ１０）、充
放電モードになる時点の所定時間前になったときは、待機停止モードであったとしても、
監視制御のための演算処理間隔を短くする（Ｓ２）。これにより、充放電モードになる前
に、事前に高い制度の監視制御に備えることができる。
【００５７】
　また、充放電モードのときに監視制御のための演算処理間隔を短くし、待機停止モード
のときに監視制御のための演算処理間隔を長くしたりすることに代えて、図９に示すよう
に、充放電モードのときに監視制御対象を多くし、待機停止モードのときに監視制御対象
を少なくするようにすることも可能である。すなわち、ステップＳ１の判定で充放電モー
ドであるときは監視制御対象を多くし（Ｓ４）、待機停止モードであるときは重要な監視
制御対象を残して監視制御対象を少なくする（Ｓ５）。例えば、監視制御対象が電圧、電
流、温度である場合、充放電モードであるときは、これら電圧、電流、温度すべてを監視
制御対象とし、待機停止モードであるときは、例えば、温度のみを監視制御対象とするこ
とが考えられる。これは、待機停止モードであっても蓄電池１８の温度は重要な監視制御
対象であるからである。
【００５８】
　また、図１０に示すように、ステップＳ１の判定で充放電モードであるときは、監視制
御のための演算処理間隔を短く（Ｓ２）、かつ監視制御対象を多くし（Ｓ４）、待機停止
モードであるときは、監視制御のための演算処理間隔を長く（Ｓ３）、かつ監視制御対象
を少なくする（Ｓ５）ようにしてもよい。
【００５９】
　図１１は、監視制御装置２３での監視制御のための演算処理の実施例４を示すフローチ
ャートであり、蓄電部１１の蓄電池１８の運転モードが充放電モードになる以前に、予め
蓄電部１１の蓄電池１８を温度制御しておくための監視制御装置２３での演算処理を示す
フローチャートである。
【００６０】
　図１１において、まず、電力貯蔵システムの蓄電部１１の蓄電池１８が充放電モードで
あるか否かを判定し（Ｓ１）、充放電モードであるときは処理を終了する。これは、蓄電
部１１の蓄電池１８の運転モードが充放電モードになる以前に、予め蓄電部１１の蓄電池
１８を温度制御しておくものであるから、充放電モードであるときは本処理を必要としな
いからである。
【００６１】
　ステップＳ１の判定で充放電モードでないときは、蓄電部１１の運転スケジュールから
放電モードになる時点及び蓄電池１８の温度を取得する（Ｓ１１）。そして、蓄電部１１
の温度は所定温度を逸脱しているか否かを判定し（Ｓ１２）、高効率に運転できる所定温
度を逸脱しているときは、充放電モード時の蓄電部１１の温度が所定温度になるように先
行的に蓄電部１１を温度制御する（Ｓ１３）。
【００６２】
　例えば、運転モードが放電モードになる以前においては、放電時には発熱特性であるの
で、蓄電池１８の温度が高いときは所定温度まで冷却する。その際には、蓄電池１８の温
度や周囲温度を考慮して放電開始時に蓄電部１１の温度が所定温度になるように冷却開始
時点を決定する。逆に、運転モードが充電モードになる以前においては、充電時には吸熱
特性であるので、蓄電池１８の温度が低いときは所定温度まで加熱する。その際には、蓄
電池１８の温度や周囲温度を考慮して充電開始時に蓄電部１１の温度が所定温度になるよ
うに加熱開始時点を決定する。リチウムイオン二次電池の充電時は多くは前述したように
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吸熱特性であるが、充電後期には発熱特性を示すことがあるので、それも考慮に入れて高
効率に運転できる範囲に収まるような所定温度になるように加熱開始時点を決定する。
【００６３】
　図１２は、監視制御装置２３での監視制御のための演算処理の実施例５を示すフローチ
ャートであり、充放電モードの終了後に空調設備を駆動し、蓄電部の温度が所定温度にな
るように蓄電部を温度制御するようにしたものである。
【００６４】
　図１２において、まず、電力貯蔵システムの蓄電部１１の蓄電池１８が充放電モードを
終了したか否かを判定し（Ｓ１）、充放電モードを終了していないときは処理を終了する
。これは、蓄電部１１の蓄電池１８の充放電モードの終了後に空調設備を駆動し、蓄電部
の温度が所定温度になるように蓄電部を温度制御するものであるから、充放電モードであ
るときは本処理を必要としないからである。
【００６５】
　ステップＳ１の判定で充放電モードを終了したときは、蓄電池１８の温度を取得する（
Ｓ１１）。そして、蓄電部１１の温度は所定温度を逸脱しているか否かを判定し（Ｓ１２
）、所定温度を逸脱しているときは、蓄電部１１の温度が所定温度になるように蓄電部１
１を温度制御する（Ｓ１５）。
【００６６】
　すなわち、監視制御部２３は放電モードのときは、蓄電池１８の発熱は許容し、放電モ
ードの終了後に空調設備を駆動し、蓄電部１１の温度が所定温度になるように蓄電部を温
度制御する。つまり、放電により蓄電池１８が放熱して温度上昇した分だけ蓄電部１１を
冷却する。蓄電部１１が放電モードであるときは、蓄電部１１から負荷１４に電力が供給
されているときであり、電力系統１５から負荷１４への電力供給が制限されている。従っ
て、蓄電部１１の温度調整のための空調設備への電力供給は停止した方が需要家内の電力
の負荷平準化に繋がるので、蓄電部１１から負荷１４に電力が供給されていないときに空
調設備を駆動し蓄電部１１を冷却する。
【００６７】
　一方、充電モードのときは、蓄電池１８の吸熱は許容し、充電モードの終了後に空調設
備を駆動し、蓄電部１１の温度が所定温度になるように蓄電部を温度制御する。つまり、
充電により蓄電池１８が吸熱して温度下降した分だけ蓄電部１１を加熱する。蓄電部１１
が充電モードであるときは、電力系統１５から蓄電部１１に電力が供給されているときで
あり、蓄電部１１の温度調整のための空調設備への電力供給は停止した方が需要家内の電
力の負荷平準化に繋がるので、電力系統１５から蓄電部１１に電力が供給されていないと
きに空調設備を駆動し蓄電部１１を加熱する。
【００６８】
　これにより、監視制御部２３は蓄電部１１への充放電中に電源装置１３から電力を消費
することがなく、全体として監視制御のための消費電力を軽減できる。
【００６９】
　図１１に示した実施例４、図１２に示した実施例５を、実施例１、実施例２、実施例３
に適用することも可能である。
【００７０】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【００７１】
１１…蓄電部、１２…蓄電部運転装置、１３…電源装置、１４…負荷、１５…電力系統、
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１６…遮断器、１７…受電変圧器、１８…蓄電池、１９…補機、２０…保護装置、２１…
電力変換装置、２２…連系変圧器、２３…監視制御装置、２４…電圧検出器、２５…電流
検出器、２６…遮断器
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